
１　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備計画

２1年度 ２２年度 ２３年度 計
*29（増設）
0→1（増設）

160 0 160
東海市 160 *100（新設） 100 260
大府市 230 100（新設） 100 330
知多市 190 100（新設） 100 290
東浦町 160 0 160

80 0 80
140 *20（増設） 20 160
140 0 140
160 0 160

1,610 20 30 300 350 1,960

0

２　介護老人保健施設（老人保健施設）整備計画

２1年度 ２２年度 ２３年度 計
200 *15(ｻﾃﾗｲﾄ型) *100（新設） 115 315
100 0 100

東海市 250 0 250
大府市 100 0 100
知多市 246 0 246
東浦町 100 0 100

214 0 214
0 0 0

122 0 122
100 0 100

1,432 15 0 100 115 1,547

0

３　混合型特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム等）整備計画

２1年度 ２２年度 ２３年度 計
126 0 126
30 0 30

東海市 55 60（新設） 60 115
大府市 0 *60（新設） 60 60
知多市 54 0 54

*30（新設）

0→10（増設） 20（新設）

0 *45（新設） 45 45
27 0 27
0 　 0 0
0 0 0

389 105 40 80 225 614

0

    　　(389×０．７＝272)       (614×０．７＝429)
 各施設ごとに×０．７＝268 各施設ごとに×０．７＝425

220半田市 30190

97 60 157

知多半島圏域の介護保険施設等整備計画　 （網掛けは今回協議、＊は協議済み、　　　は計画数変更）
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第４期愛知県高齢者保健福祉計画 （介護保険事業支援計画） 整備目標数値 <B> = 418
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　　　　　　(注）取扱要領中の推定利用定員数の算出にあたっての係数は０．７
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第４期愛知県高齢者保健福祉計画 （介護保険事業支援計画） 整備目標数値 <B> = 1,948
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第４期愛知県高齢者保健福祉計画 （介護保険事業支援計画） 整備目標数値 <B> = 1,527
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関係条文等 
１ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

○ 老人福祉法第１５条第６項 

 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養

護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域

とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規

定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別

養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護

老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に

支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。 
○ 介護保険法第８６条 

 第四十八条第一項第一号の指定＜指定介護老人福祉施設＞は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉

法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が三十人以上であるものの開設者の申請

があったものについて行う。 
 

２ 介護老人保健施設 

○ 介護保険法第 94 条第５項 

 都道府県知事は、＜中略＞介護老人保健施設＜中略。前掲１の条文と同旨＞第一項の許可又は第二項の許可を

与えないことができる。 
 

３ 混合型特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム等） 

○ 介護保険法第７０条第４項 

 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護＜中略。前掲１の条文と同旨＞第四十一条第一項本文の指定

をしないことができる。 

 
４ 介護保険施設等の指定等に関する取扱要領（愛知県 平成 18 年） 

（意見聴取及び連絡調整を行う事項） 
第２ 愛知県圏域保健医療福祉推進会議（以下「推進会議」という。）においては、次の各号に掲げる事項につい

て意見聴取及び連絡調整を行う。 ＜中略＞ 
一 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）（地域密着型（法第８条第２０項）を除く。） 

老人福祉法（昭和３８年７月１１日法律第１３３号）第１５条第６項の特別養護老人ホームの認可に関す

る事項及び法第４８条第１項の指定に関する事項 
二 介護老人保健施設 

法第９４条第５項の許可に関する事項 
三 介護療養型医療施設 

法第１０７条第４項の指定に関する事項 
四 特定施設（地域密着型（法第８条第１９項）を除く。） 

法第７０条第３項及び第４項の指定に関する事項 
第４ ２ ＜前略＞混合型特定施設の既存数は、当該施設の総定員数のうち特定施設として指定された定員数に

０．７を乗じたものとし、端数は切り捨てる。 
 
５ 圏域保健医療福祉推進会議の運用について（愛知県 平成 14 年） 

６(2)イ 事務局案の調整 
関係者に意見を聴く場合は、基幹的保健所の長名で文書により招集し、別途会議（この会議を「ワ

ーキンググループ」と称するものとする。）を開催するものとする。 
 

６ 介護基盤の緊急整備等について（平成 21 年５月 28 日厚生労働省老健局計画課） 

 ６ 第４期介護保険事業計画との関係 
   第５期計画期間（平成 24～26 年度）以降の将来において必要となることが見込まれる施設等について、

策定済みの第４期計画を上回って、先取りして整備を進めていただくものである。＜中略＞必然的に第４期

計画上の必要入所（利用）定員総数を上回る認可や指定を行っていただくこととなる 
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